
均等割について
一定金額を超える所得があれば均等に課税されます。また、市内に住んでいない方で市内に事務所、事業所又は家屋敷を
持っている方も課税されます。
※個人住民税の均等割は、県民税 年額 1,500円・市民税 年額 3,500円と定められています。 ※所得割が課税されない場合　前年中の総所得金

額等が35万円×（同一生計配偶者及び扶養親
族の合計数＋1）＋42万円以下の方
　ただし、同一生計配偶者も扶養親族も有しな
い場合には45万円の方

　・前年中の合計所得金額が下記表で定める以下の方

　

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       （65歳未満）

       　　　1人  (本人のみ）　 　　
　　　　　 2人（本人+1人）　    

                3人（本人+2人）      
                4人（本人+3人）     　

　　  380,000円
　　　　　         828,000円

                     1,108,000円
                     1,388,000円

  930,000円
 1,378,000円

   1,683,999円
            2,099,999円

　  980,000円
　　　　　 　  1,470,667円

                  1,844,000円
                  2,217,334円

　1,480,000円
1,928,000円

                  2,208,000円
2,488,000円

　  
　

均等割と所得割が課税されない場合（市県民税非課税となる方）

市県民税とは 市県民税は均等割と所得割とで構成されています。

所得割について
所得割は、前年中（1月1日から12月31日まで）の所得金額を基礎として計算されます。

公的年金収入  ※前年12月31日の年齢扶養人数　　 　　合計所得金額　　    給与収入
（65歳以上）

・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・未婚の未成年者又は障害者、寡婦またはひとり親に該当する方で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
※合計所得135万円以下は給与収入に換算すると2,043,999円以下、公的年金の場合は、前年12月31日の
年齢が65歳未満の場合、2,166,667円以下、65歳以上の場合2,450,000円以下

 

令和４年度分　市県民税申告の手引き

市県民税申告が必要な方                                              提出期限　令和４年3月15日

市県民税  計算例

6．所得割額－調整控除額

市民税（D－G）35,400円－6,300円＝29,100円（I）
県民税（E－H）23,600円－4,200円＝19,400円（J）

均等割
市民税　3,500円（K）   県民税　1,500円（L）

市県民税額
市民税（I＋K）　29,100円＋3,500円＝32,600円
県民税（J＋L）　19,400円＋1,500円＝20,900円

市民税＋県民税＝市県民税額
　32,600円＋20,900円＝53,500円 

夫：加茂太郎（78歳） 
年金収入　320万円   

3．課税所得金額（A－B＝C）
所得金額－所得控除＝課税所得金額（1,000円未満切捨て）
210万円－1,508,749円＝591,000円（C）

2．所得控除額
社会保険料控除　     85,410円　生命保険料控除  23,339円
障害者控除(普通障害)　 26万円　配偶者控除(老人)　38万円
扶養控除(一般)　　       33万円　　　  基礎控除　　43万円
所得控除合計　1,508,749円（B）

1．年金収入320万円に対する年金所得額　2１0万円（A）
　 

4．所得割額（C×税額）
課税所得金額×市県民税率＝所得割額（100円未満切捨て）
市民税　591,000円×6％＝35,400円（D）
県民税　591,000円×4％＝23,600円（E）

国保税等の社会保険料　　　85,410円
(新契約）一般生命保険料　    9,730円　
(新契約）介護医療保険料     15,218円　

扶養　妻：加茂花子（78歳） 
　　　　　年金収入　80万円 
　　　子：加茂二郎
　　　　　身体障害３級（49歳） 
　　　　　 収入 ０円

5．調整控除額
（金額については ❶調整控除を参照）
障害者控除(普通障害)   1万円　
配偶者控除(老人)　    10万円
扶養控除(一般)　　      5万円　
基礎控除　　　　　　  5万円　　合計　21万円（F）

市民税調整控除額（（F）×市民税3％）
21万円×3％＝6,300円（G）

県民税調整控除額（（F）×県民税2％）
21万円×2％＝4,200円（H）

　
市民税 6％     算　　出

所得割額    

算　　出
所得割額    

市県民税の計算方法　

※分離課税（退職所得、土地建物等の譲渡所得等）については税率及び課税計算方法が異なります。

❺配当割額・株式等
譲渡所得割の控除額

所得割 
税　率

税額控除額等

税額控除額等

❶調整
控除額

❷配当
控除額 税額控除額

❸住宅借入金
特別控除額 ＋

課税総所得金額

（1,000円未満　切捨て）

県民税 4％

市民税
均等割額
3,500円

県民税
均等割額
1,500円

　　　 ❹寄付金

❺配当割額・株式等
譲渡所得割の控除額

❶調整
控除額

❷配当
控除額 税額控除額

❸住宅借入金
特別控除額 ＋❹寄付金

＝

＝

➡

➡

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

所得金額から
所得控除額を
差し引く

年 税 額
市民税額
(100円
未満切捨)

県民税額
(100円
未満切捨)

ひとり
親

(父)

(母)

❸

❷ ❹

❶

❺

人的控除差調整額

(所得税との人的控除の差額を調整するための控除)

納税者本人の
　　所得金額

900万円
　以下

900万円超
  950万円
　以下

950万円超
 1000万円
　以下

４ ２
６ ３
４ ２

２ １

令和

令和

  税率について
県民税区　分

均 等 割

一般所得分

一般所得分

軽減所得分

軽課所得分

上場分
・一般分

特定所得分

課税所得金額
累進税率

課税退職所得金額
課税山林所得金額

課税短期譲渡
 所 得 金 額

課税長期譲渡
 所 得 金 額

株式等に係る課税
譲渡所得等の金額

4％ 6％ 5％(195万円以下)
～45％

3.6％ 5.4％ 30％
 2％ ３％ 15％
 2％ ３％ 15％

 2％ ３％ 15％

累進税率4％ 6％
累進税率4％ 6％

1,500円 3,500円 ー
市民税 所得税

所
得
割
額

1.6％(2％) 2.4％(3％) 10％(15％)
1.6％(2％) 2.4％(3％) 10％(15％)

注1
注３

注1 注1

注2 注2 注2

注1（　）内は2,000万円を超える部分に適用。
注2（　）内は6,000万円を超える部分に適用。

注３ 譲渡した年の１月１日現在の所有期間が５年を超える土地や建物を売った場合

➡

令和4年1月1日現在、加茂市に住所がある人は、原則として申告書の提出が必要です。

令和 3年中に収入があった
(遺族・障害年金、失業保険
など非課税の給付は除く)

市内在住の親族の扶養になっている
下記のような事務の基礎資料となりま
すので、課税される所得がないことを
申告する必要があります。
※国民健康保険税、介護保険料、後
期高齢者医療保険料、保育料などの
各種税・料の算定
※児童手当、臨時福祉給付金などの
各種手当・給付金の支給判定
※所得に関する証明書の発行

市県民税申告は不要

※源泉徴収票に記載のない控除を
受ける場合は、申告が必要。

※源泉徴収票に記載のない控除
を受ける場合は、申告が必要。

主な収入は給与 収入は公的年金のみ

給与以外の所得(営業・農業
不動産・公的年金・個人年金
など)がある

給与以外の所得が
20万円を超えている

※公的年金収入が400万円
以下で、公的年金以外の所得
(営業・農業・不動産など）が20
万円以下であれば、所得税の確
定申告は不要です。
ただし、公的年金以外の所得が
あればその金額にかかわらず市
県民税の申告が必要です。

は　い

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

は　い

は　い

は　い

は　い

は　い

は　い

は　い

※所得税の確定申告が
必要な場合あり。 

市県民税申告フローチャート

所得税の確定申告をしますか
（しましたか）

市県民税申告は不要

市県民税申告は不要

市県民税申告は不要

所得税の確定申告が必要

※所得に関する証明書が必要な
人は申告をしてください。

➡

➡

➡

➡

➡

➡

は　い

➡
➡

⇩

⇩

⇩

⇩

⇩

いいえ

⇩
⇩

⇩
⇩

令和4年1月1日現在、加茂市
にお住まいでしたか

1月1日に居住していた市町村にお問合せください
※加茂市に市県民税の申告をする必要はありません

市県民税の申告が必要

市県民税の申告が必要

市県民税の申告が必要

※28万円×(本人＋同一生計配偶者＋扶
養親族数)＋26万8千円以下の方　
ただし、同一生計配偶者も扶養親族も
有しない場合には38万円以下の方　

※ただし、合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外とする

※住宅借入金等特別控除額が、所得税額を上回る方で以下の要件を満たした方

勤務先から年末調整済みの
「給与支払報告書」が
加茂市へ提出されている

ZEIMU159
矩形

ZEIMU159
矩形

ZEIMU159
スタンプ

ZEIMU159
矩形



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,400万円以下  　　　　　　　 控除額43万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,400万円超～2,450万円以下     控除額29万円　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,450万円超～2,500万円以下     控除額15万円　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,500万円超　　　　　　　　   適用なし　　

　 　 　
　 　

　 　  

　 　 　 　

　 　 　 　　 　 　
　 　 　 　  

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　  

　 　 　 　 　 　 　 　  

　 　 　 　 　 　 　  

　 　 　 　 　 　 　 　  

               　

         
 

         

　
　
　
　
　　
　

　  　 　 　 　 　

　
　 　

　
　　　　

　 　 　

 

 

❶一般の生命保険料 　❷個人年金保険料　❸介護医療保険料のそれぞれで算出した金額の合計が
生命保険料控除額 （控除の限度額　70,000円）

１ 収入金 額 等 ２ 所得 金額について (※収入・経費についての内訳は申告書の裏面にご記入ください。)
①営業等所得・・営業等の事業から生じる所得　《（ア）収入金額－必要経費－専従者控除》
②農業所得・・農業から生じる所得　《（イ）収入金額－必要経費－専従者控除》
③不動産所得・・地代、家賃、権利金等　《（ウ）収入金額－必要経費－専従者控除》
④利子所得・・海外の金融機関の預金の利子等　《（エ）収入金額＝所得金額》
⑤配当所得・・株式や出資の配当等  《（オ）収入金額－株式等の元本取得に要した負債の利子》
⑥給与所得・・給料、賃金、賞与等  《（カ）給与収入金額－給与所得控除》

⑦雑所得・国民年金や厚生年金などの公的年金収入金額(キ)から控除額差し引いた所得や⑧原稿料
副業等《（ク）－必要経費》や⑨他の所得に当てはまらない収入《(ケ)－必要経費》

⑪総合譲渡所得・・車両等の動産やゴルフ会員権等の権利を譲渡した場合の所得　
《（ケ・コ）収入金額－資産の取得価格等の必要経費－特別控除額(上限50万円)》
※(資産保有年数が5年以上)長期譲渡所得金額の場合、2分の1が課税対象となります。
⑪一時所得・・生命保険の満期金、クイズの当選金や競馬・競輪などの払戻金等
《（サ）収入金額－その収入を得るために支出した金額－ 一時所得の特別控除額(上限50万円)》
※一時所得金額の場合、2分の１が課税対象となります。
４　所得から差し引かれる金額について（所得控除の計算）

⑬社会保険料控除等
⑭小規模企業共済掛金等控除額

前年中に支払った全額
前年中に支払った全額

(1)前年中に一般生命保険料を支払った場合（旧契約）
15,000円まで全額
15,001円～40,000円　 保険料×1/2＋7,500円
40,001円～70,000円　 保険料×1/4＋17,500円
70,001円～                  35,000円（控除の限度額）

(2)前年中に一般の生命保険料を支払った場合（新契約）
12,000円まで全額
12,001円～32,000円　　保険料×1/2＋６,000円
32,001円～56,000円　　保険料×1/4＋14,000円
56,001円～                   28,000円（控除の限度額）

(1)前年中に地震保険料だけを支払った場合
50,000円まで～             支払った保険料×1/2
50,001円～                    25,000円（限度額）
(2)前年中に旧長期損害契約等の保険料だけ支払った場合
5,000円まで全額 
5,001円～15,000円　　支払った保険料×1/2＋2,500円　
15,001円～                   10,000円（控除の限度額）
((3)前年中に地震保険料と旧長期損害保険契約等の保険料の両方を支払った場合  
(1)及び(2)により計算した金額の合計額　（控除の限度額25,000円）

 ((1)で算出された金額）又は((1)で算出された金額＋(2)で算出された金額の合計(限度額　
　28,000円))のいずれか多い金額を選択。

　 　 　
　 　

　 　  

　 　
　 　　 　 　 　

　 　 　

(1)前年中に個人年金保険料を支払った場合（旧契約）
15,000円まで全額
15,001円～40,000円　 保険料×1/2＋7,500円
40,001円～70,000円　 保険料×1/4＋17,500円
70,001円～                   35,000円（控除の限度額）

(2)前年中に個人年金保険料を支払った場合（新契約）
12,000円まで全額
12,001円～32,000円　　保険料×1/2＋６,000円
32,001円～56,000円　　保険料×1/4＋14,000円
56,001円～                   28,000円（控除の限度額）

前年中に介護保険料を支払った場合（新契約）
12,000円まで全額
12,001円～32,000円　　保険料×1/2＋６,000円
32,001円～56,000円　　保険料×1/4＋14,000円
56,001円～                     28,000円（控除の限度額）

（(1)で算出された金額）又は（(1)で算出された金額＋(2)で算出された金額の合計(限度額
　28,000円))のいずれか多い金額を選択。

❶
一
般
生
命
保
険
料

❷
個
人
年
金
保
険
料

⑮
生
命
保
険
料
控
除

⑯
地
震
保
険
料
控
除

❸
介
護
保
険
料

(注)生命保険料控除【所得税の場合】
(1) 新契約に係る控除 ❶一般生命保険 ❷個人年金保険
❸介護保険(それぞれ最高4万円、3つ合計で最高12万円）
(2) 旧契約に係る控除 ❶一般生命保険 ②個人年金保険
（それぞれ最高5万円、２つ合計で最高10万円）
(3) (1)と(2)を両方を適用する場合 合計最高12万円

(注)地震保険料控除【所得税の場合】
(1) 地震保険料だけの場合
　　　　　　　最高5万円
(2) 長期損害保険料だけの場合
　　　　　　　最高1万5千円
(3) 両方適用する場合　最高5万円

(注)所得税と住民税では、⑰～㉔の
人に関する所得控除について、控
除額に差があります。詳しくは裏
面の人的控除差調整額をご確認く
ださい。

　

　
〒959-1392  
加茂市幸町2-3-5

※切り取って郵送にお使いください

郵送による提出も受付しております。

加茂市役所 税務課民税係　宛

5 給与・公的年金等に係る所得以外（令和３年4月1日
において65歳未満の方は給与所得以外）の市町村
民税・道府県民税の納税方法

　□　給与から差引き（特別徴収）
　□　自分で納付（普通徴収）
　「個人番号」欄には、個人番号（行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項
に規定する個人番号をいう。）を記載してください。

⑬から㉔までの計

㉖雑 損 控 除
㉗医療費控除 区

分
合　　　計

（㉕＋㉖＋㉗） ㉘
地方税法附則第４条の４の規定の適用を選択する場合には、
「医療費控除」欄の「区分」の□に「１」と記入してください。

㉔
㉕

扶 養 控 除

基 礎 控 除

㉓
配偶者(特別)控除

⑫

寡婦、ひとり親控除
勤 労 学 生 、
障 害 者 控 除

⑰～
⑱

⑲～
⑳

㉑～
㉒

地 震 保 険 料 控 除

⑬

⑪

⑭
⑮
⑯

生命保険料控除

合　　　計

⑨

小 規 模 企 業

４
　
所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

社 会 保 険 料 控 除

共 済 等 掛 金 控 除

⑩
総合譲渡・一時

⑧
雑

⑦

⑤
給　　　与 ⑥
配　　　当

②
不 動 産 ③
利　　　子 ④

①
一 時

サ
シ

２
　
所
　
得
　
金
　
額

事
業

営 業 等
農 業

短    期
ケ

長    期
コ

公的年金等 キ

オ
給　　　与 カ
配　　　当

そ の 他
業　  務 ク

利　　　子 エ
不　動　産 ウ

営 業 等 ア 円

業 農　　業 イ
１
　
収
　
入
　
金
　
額
　
等

事

雑

総
合
譲
渡

公的年金等

業　　　務
そ   の   他

　 合　計
(⑦＋⑧＋⑨)

　

　
(１) (災害等による損害額＋災害関連支出－保険金などで補填される金額額)－総所
得金額等×10％又は (2)災害関連支出－5万円
(1)　(2)　のいずれか多い金額　※災害関連支出とは、災害により滅失した住宅、
家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。

㉖雑損控除

㉗医療費控除
※❶ ❷どちらか
有利な方を選択 ❷ セルフメディケーション税制の計算(特例)　（控除の限度額 ８万８千円）

スイッチOTC医薬品の購入対価保険金で補填される金額から1万2千円を差し引い
た金額

❶ 従来の医療費控除の計算(原則)　（控除の限度額 200万円）　
支払った医療費から保険金などで補填される金額を差し引き、さらに (1) 10万円 
又は (2) 総所得金額等の5％　(1)  (2) のいずれか少ない金額を差し引いた金額

2,1 0 0 ,0 0 0 　

2,1 0 0 ,0 0 0
8 5,410

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １

5 2 - 0 0 8０

3 3 0 , 0 0 0
4 3 0 , 0 0 0

1 , 5 0 8 , 7 4９

1 , 5 0 8 , 7 4９

3,2 0 0 ,0 0 0

個人番号

2 6 0 , 0 0 0
3 8 0 , 0 0 0

2 3 , 3 3 9

㉘基礎控除

※必ず、太枠内に申告いただく方の住所・氏名・生年月日
個人番号・電話番号を記入ください。

加 茂 市 幸 町 ２ － ３ － ５

加 茂  太郎

カ モ 　 タ ロ ウ

1 8  1 1  ７

 4 　 2 　 1 8

源 泉 の と お り 　 　 　
国 保 税 　 　 　
後 期 医 療 保 険 　 　 　

　

身体障害３級

加 茂 二郎

加 茂  花 子

カモ　ジロウ

カモ　ハナコ 1 8   7  2 0

0

5 1 , 4 1 0
2 8 , 9 0 0
  5 , 1 0 0

  8 5 , 4 1 0
 9 , 7 3 0

 1 5 , 2 1 8

4 7 1 2  7
子

33１２３４４３７８９３０ 1

加 茂 二郎
カモ　ジロウ

１２３４４３７８９３０ 1

住所 行政区

加茂市

同 上

１２３４４３７８９３ 4０

６.源泉徴収票のない給与所得の方 
７.事業・不動産所得の収支内訳書のない方 
８.配当所得のある方 
９.公的年金以外雑所得のある方
10.総合譲渡・一時所得のある方
11.専従者控除（専従者給与）を受けている方
14.配当割額・株式譲渡所得割額控除を受ける方
15.寄付金控除を受ける方
16.前年中収入のなかった方又は非課税収入(失業給付・遺族年金
・障害年金等)のみの方

(注)次の場合には申告書裏面にも記入が必要です。
(番号は裏面番号)

令和 4

 明・大・昭
 平・令 ・　・

 明・大・昭
 平・令 ・　・

 明・大・昭
 平・令 ・　・

 明・大・昭
 平・令 ・　・

 明・大・昭
 平・令 ・　・

支 払 っ た 医 療 費 等 保険金などで補塡される金額
円 円

医療費控除

　㉖ 損 害 の 原 因 損害年月日 損害を受けた資産の種類

・　　　・
雑損控除 損  害  金  額 保険金などで補塡される金額 差引損失額のうち災害関連支出の金額

円 円 円

  ㉗

扶養控除
額の合計

3

フリ
ガナ 生年

月日
同居・
別居の
区分氏

名
個人
番号

□  同居
□  別居

続
柄

□  同居
□  別居

続
柄

2

フリ
ガナ 生年

月日
同居・
別居の
区分氏

名
個人
番号

1
6
歳
未
満
の
扶
養
親
族

控
除
対
象
外

1

フリ
ガナ 生年

月日
同居・
別居の
区分

□  同居
□  別居

続
柄氏

名
個人
番号

控除額

氏
名4

フリ
ガナ 生年

月日
同居・
別居の
区分

□  同居
□  別居

続
柄

3
氏
名

個人
番号

個人
番号

フリ
ガナ 生年

月日
同居・
別居の
区分

□  同居
□  別居

続
柄

控除額

個人
番号 控除額

□  同居
□  別居

続
柄氏

名

同居・
別居の
区分

 明・大・昭
 平・令 ・　・

　
扶
　
養
　
控
　
除

個人
番号 控除額 万円

□  同居
□  別居

続
柄

2

フリ
ガナ 生年

月日

生年
月日

同居・
別居の
区分氏

名

 明・大・昭
 平・令 ・ ・

配偶者控 除・
配偶者特別控
除・同一 生計
配 偶 者

氏
名

配　偶　者の 円
合計所得金額

個人
番号 □ 同一生計配偶者（控除対

象配偶者を除く。）

㉓
1

フリ
ガナ

　㉑ ～ ㉒　配
偶
者

フリ
ガナ 生年月日

2

フリ
ガナ 障害の

程度
級
度氏

名
個人
番号

障害の
程度

控　　　 除
個人
番号

級
度障　害　者

氏
名

　⑰～⑲ ⑰　□寡婦控除  ⑲　□　勤労学生控除　　寡婦控除
ひとり親控除

　勤労学生控除
　　　　　　　□ 死別　□ 生死不明 （学校名）　　　　　　　□ 離婚　□ 未帰還　

生命保険料
新個人年金保険料の計 旧個人年金保険料の計

控 　　 除 円

  ⑮

⑬

新生命保険料の計 旧生命保険料の計
円 円

円

  ⑯　地震保

合　　　　　　計 　
控　  　 除

円

３ 所得から差し引かれる金額に関する事項
社 会 保 険 の 種 類 支 払 っ た 保 険 料

社会保険料

円

介護医療保険料の計

地震保険料の計 旧長期損害保険料の計
円 円　険料控除

 ⑳
1

フリ
ガナ

明・大・昭
平・令 ・　・

⑱□ ひとり親
　　 控　除

 

 

令和4年度 市県民税申告書の書き方
⑬～㉗の控除の説明と控除を受けるために必要な書類

　

㉒ ｢配偶者特別控除」
生計を一にする配偶者（他の納税義務者の
扶養親族又は事業専従者を除く）を有する
納税義務者で、前年の合計所得金額1,000
万円以下の方（配偶者の合計所得金額もご
記入ください。）
※配偶者の合計所得金額が48万円超133万
円以下
※納税者本人の合計所得金額900万円より
段階的に控除額が減額されます。
㉓ ｢扶養控除」
前年の合計所得金額が48万円以下の方
(1)16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の扶養親族（その他扶養）控除額 33万円
(2)19歳以上23歳未満の扶養親族（特定扶養）控除額 45万円
(3)70歳以上の扶養親族（老人扶養）控除額 38万円
(4)70歳以上の同居の父母等（同居老親等）控除額 45万円
(5)16歳未満の扶養親族（年少扶養）控除額 0円（非課税基準の上限額に影響しますのでご記入ください。）

㉑ ｢配偶者控除」
前年の合計所得金額が48万円以下の方
※納税者本人の合計所得金額が900万円を
超えると控除額が段階的に減額されること
となります。金額が1,000万円を超える場
合には、配偶者控除の適用を受けることが
できません。

◎要介護認定を受けている方の障害者控除について
介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の方で、障害者控除対象者に準ずると認めら
れる場合には、障害者控除の対象となります。

⑳ ｢障害者控除」
該当する方がいる場合は、氏名、
個人番号及び障害の程度（右の表
参照）を記入してください。

㉑～㉓　令和２年12月31日現在、あなたと生計を一にする扶養親族で、その方の氏名・個人番
号・生年月日・続柄・同居別居の区分・控除額を記入してください。

⑰ ｢寡婦控除｣　控除額 26万円
①夫と死別、離婚等をして扶養親族（総所得金額等が48万円以下の子を含む）のある方。
②夫と死別し、合計所得金額が500万円以下の方（扶養親族がなくても該当） 

普 通 障 害

30万円

手 帳 種 別 控 除 額
身 体 障 害 者 手 帳

同居の場合
53万円

26万円

1 級

A療 育 手 帳

戦 傷 病 者 手 帳 特 別 項 症
～ 第 3 項 症

1 級・2 級

上 記 以 外

精 神 障 害 者
保 健 福 祉 手 帳

特別障害認定
◎障害者控除と手帳

　 　 　 　 　納税者本人の
　　所得金額

900万円
　以下

配偶者

特　別

控　除

配偶者
控　除

一　般
老　人

900万円超
950万円
　以下

950万円超
1000万円
　以下

33
2638 13 
2233 11

22 11

以下
48

2131 11以下105
100
100

1826 9以下1１0
1０5

1421 7以下1１5
1１0

1116 6以下1２0
1１5

8 11 4以下1２5
1２0

４ 6 ２以下130
1２5

2 3 1以下133
1３0

超

超

超

超

超

超

超

超

⑬「社会保険料控除」…あなたが支払った健康保険料、国民健康保険税、後期高齢医療
保険料、介護保険料、国民年金、雇用保険料、厚生年金保険料など。
※「確定申告・市県民税申告参考資料」がございましたらご持参ください。
※国民年金保険料に係る控除を受ける場合は、社会保険料控除証明書が必要です。

⑯「地震保険料控除」…あなたが支払った地震等を原因とする損害、火災を補填する保
険や共済。

⑮「生命保険料控除」…あなたが支払った生命保険、農協の生命共済など。

⑲「勤労学生控除」　控除額 26万円　前年の合計所得金額が65万円以下で給与所得
以外の所得金額が10万円以下の勤労学生
※学生証等が必要です。

※障害者手帳、障害者控除対象者
認定書など障がいの程度が分かる
ものをお持ちください。
普通障害　　　控除額  26万円
特別障害　　　控除額  30万円
同居特別障害　控除額  53万円

㉗「医療費控除」…あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他親族のために支
払った医療費が一定以上ある場合に控除されます。
◎「保険金などで補填される金額」…高額療養費や出産育児一時金、生命保険契約による
給付金等をいいます。
◎従来の医療費控除を受けられる方は、前年中に支払った医療費から保険などで補てんさ
れた額を引いた額が10万円（総所得金額等が200万円以下の方は総所得金額等の５％）
以上ある方です。
◎セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)…健康の維持増進及び疾病予防の一
定の取組をしている納税者が特定の成分を含んだスイッチOTC薬品を購入することによ
り控除が受けられる制度です。
※医療費の明細書、医療通知等が必要です。

※⑮⑯とも控除証明書が必要です。

⑱｢ひとり親控除」 控除額 30万円  

　 　

　    給与 所得 金 額

 
　 　 　 　 　 　

 
 

   
 

 

給与 収 入金 額 ( カ ) 給与 収 入金 額 ( カ ) 給与 所得 金 額

0円～550,999円
551,000円～1,618,999円

1,619,000円～1,619,999円
1,620,000円～1,621,999円
1,622,000円～1,623,999円
1,624,000円～1,627,999円

0円
収入－550,000円

1,069,000円
1,070,000円
1,072,000円

1,074,000

1,628,000円～1,799,999円
1,800,000円～3,599,999円
3,600,000円～6,599,999円
6,600,000円～8,499,999円 

8,500,000円以上

収入÷４(千円未満切捨)×2.4+ 100,000円
収入÷４(千円未満切捨)×2.8－  80,000円
収入÷４(千円未満切捨)×3.2－440,000円
給与収入×0.9－1,100,000円
給与収入－1,950,000円

 

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額６５歳未満の方

０円～1,299,999円          
1,300,000円～4,099,999円
4,100,000円～7,699,999円

A－600,000円
0.75×A－275,000円
0.85×A－685,000円

A－500,000円
0.75×A－175,000円
0.85×A－585,000円

A－400,000円
0.75×A－  75,000円
0.85×A－485,000円

公的年金収入額                      1,000万円以下　　1,000万円超～2,000万円　　　2,000万円超 　　　

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額６５歳以上の方

A－1,100,000円
0.75×A－275,000円
0.85×A－685,000円

A－1,000,000円
0.75×A－175,000円
0.85×A－585,000円

A－900,000円
0.75×A－75,000円

0.85×A－485,000円

０円～3,299,999円
3,300,000円～4,099,999円
4,100,000円～7,699,999円

公的年金収入額                1,000万円以下　 1,000万円超～2,000万円　　　2,000万円超 　　　

給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得調整控除として給与所得の金額から差し引く
◇所得金額調整控除=（給与所得＋公的年金等雑所得）-10万円なお、給与所得及び公的年金雑所得が10万円を超える場合は10万円

ひとり親とは、その年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明
らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全てに当てはまる方です
①その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない方
②生計を一にする子（総所得金額等が48万円以下）のある方
③合計所得金額が500万円以下の方

加 茂 　 太 郎

公的年金等に係る雑所得の速算表　※Aに公的年金収入金額を代入して計算してください。

合計所得金額

ZEIMU159
矩形

ZEIMU159
矢印

ZEIMU159
矢印


